別記様式第５号（条例第９条関係）

城陽市水路等一時使用届
令和　　　年　　月　　日
（　　　　年）　　　　　　　　　　　
城 陽 市 長　様
　　〒　　　　　　　　　　　　　　
住 所　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名　　　　　　　　　　　　　　　
担当者　　 　 　　　　　　　　　
電 話　　　　 　　　　　　　　　

下記のとおり、水路等を一時使用したいので、届け出ます。
なお、水路等の一時使用に当たっては、下記条件を遵守します。

記

	使　用　目　的
	

	使用場所
	水路等の名称
	

	
	場　所
	城陽市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地先

	設　置　物　件
	名称
	規模
	数量

	
	
	
	

	使　用　期　間
	令和　　年　　月　　日　　時から令和　　年　　月　　日　　時まで

	[bookmark: _GoBack]添　付　書　類
	位置図・平面図・現地写真・その他（　　　　　　　　　　　　　　）



一時使用をするに当たっての条件
１　本一時使用に関し、水路等若しくは第三者に損害を与え、又は紛争が生じたときは、原状復旧、損害賠償等により、届出者の責任において解決すること。
２　水路等管理者が水路の管理上必要があると認めた場合は、設置物件の移転、除去、一時使用の中止に応じること。
３　使用期間が満了した場合、又は使用する必要がなくなった場合は、直ちに水路等を原状に回復すること。
４　その他本届出時に水路等管理者から付された条件及び指導を遵守すること。
（備考）
１　届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。
２　届出者（届出者が法人である場合は代表者。以下同じ。）が氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができる。
